
0

道路事業における
費用対効果分析について

資 料 ３
令 和 ７ 年 度 第 １ 回

関 東 地 方 整 備 局

事 業 評 価 監 視 委 員 会

令和７年８月４日

国土交通省 関東地方整備局

（令和７年９月１６日訂正）



１．費用便益分析の基本的な考え方

○費用便益分析は、ある年次を基準年とし、道路整備が行われる場合（With）と、行われない場合(Without)のそれぞれに
ついて、一定期間の便益額、費用額を算定し、道路整備に伴う費用の増分と便益の増分を比較。

○道路整備の効果としては、渋滞の緩和や交通事故の減少の他、「走行快適性の向上」、「沿道環境の改善」、「災害時
の代替路確保」、「交流機会の拡大」、「新規立地に伴う生産増加や雇用・所得の増大」等、多岐多様に渡る効果が存
在。

○それらの効果のうち、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ金銭表現が可能である、「走行時間
短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」の項目（３便益）について、便益を「費用便益分析マニュアル」（令和７年２月 
国土交通省 道路局 都市局）に基づき算出。
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走行時間短縮便益

○道路整備の有無における走行時間の価値の差を計測

走行時間短縮便益＝  道路整備無の走行時間の価値   －  道路整備有の走行時間の価値 

                   （without）                   （with）

○走行時間の価値は、「短縮時間を更なる労働や余暇に充てることができることによる価値」などを貨幣換算して算出

走行経費減少便益

○道路整備の有無における走行経費の差を計測

走行経費減少便益＝   道路整備無の走行経費 －  道路整備有の走行経費

            （without）              （with）

○走行経費は、燃料費、整備費等で構成

交通事故減少便益

○道路整備の有無における交通事故損失額の差を計測

交通事故減少便益＝ 道路整備無の交通事故損失額  －  道路整備有の交通事故損失額

               （without）                  （with）

○交通事故損失額は、道路種別、沿道状況、車線数等から定まる人身事故発生確率や人身事故１件当たりの損失額
等から算出

２．３便益について
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３．費用対効果の算定手順とイメージ ※事業期間：Ｒ８～Ｒ１７（１０年間） 評価年次：Ｒ７の場合

①各年次の便益を算定

②
②現在価値化
割引率：４％

③現在価値化
割引率：４％

※１令和５年度以降は、比較のために参考とすべき値として２％，１％を適用した計算結果も併せて算出
※２維持管理費については、橋梁、トンネル等の道路構造物の点検・補修にかかる費用、巡回・清掃等にかかる

 費用、除雪等にかかる費用等を対象とし、管内の直近３カ年平均の単価を用いて算出

※２

（R1）（R７）

（R８）

（R１７）

※１

※１



４．走行台キロの推移（Ｈ２７センサス）
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○全車走行台キロは、全体としては、平成22年度と比べてほぼ横ばいの傾向にありますが、大型車や高速自動車国道  
 では、増加傾向がみられます。

【出典】
平成29年6月6日記者発表（道路局企画課）
H27年度 全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査結果の概要について



５．原単位等の改定について

車 種
時間価値原単位（円/分・台）

H29年価格(H30.2改定) R2年価格(R4.2改定) R6年価格(R7.8訂正)

乗用車 39.60 41.02 43.74

バス 365.96 386.16 386.79

乗用車類 45.15 46.54 48.89

小型貨物車 50.46 52.94 52.07

普通貨物車 67.95 76.94 101.93

○費用便益分析マニュアルが令和７年２月に改定（令和７年８月に訂正）され、便益算定の基礎データ
である原単位等が令和２年価格から令和６年価格に更新。

■今回の改定で貨幣価値換算する以下の原単位等を令和６年価格に更新
・走行時間短縮便益の算定に用いる車種別の時間価値原単位
・走行経費減少便益の算定に用いる車種別の走行経費原単位
・交通事故減少便益の算定に用いる交通事故損失額算定式

＜参考＞原単位：整備により減少した走行時間や走行経費等に乗じて貨幣価値換算を行う単位であり、
   社会経済情勢（人件費や輸送貨物の価値、燃料費等）を踏まえ変動

出典：費用便益分析マニュアル（令和７年８月 国土交通省 道路局・都市局）

○道路整備の有無における走行時間の価値の差を計測

走行時間短縮便益

＝ 道路整備無の走行時間の価値  （without）

 － 道路整備有の走行時間の価値 （with）

 

○走行時間の価値は、「短縮時間を更なる労働や余暇に
充てることができることによる価値」などを貨幣換算して算
出
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■走行時間短縮便益の変更点



６．費用便益分析に用いる費用

○単独事業として事業実施する場合に費用便益分析等による評価を実施しない電線共同溝事業（改築事業と
 併せて施工されるもの）の工事費については、費用便益分析の費用に含めないものとする。
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＜変更前＞

改良費

橋梁費

トンネル費

ＩＣ・ＪＣＴ費

舗装費

用地費・補償費

間接経費

工

事

費

維持管理費

更新費

事

業

費

付帯施設費
※電線共同溝の費用を含む

＜変更後＞

改良費

橋梁費

トンネル費

ＩＣ・ＪＣＴ費

舗装費

用地費・補償費

間接経費

工

事

費

維持管理費

更新費

事

業

費

付帯施設費

電線共同溝の工事費を除外
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７．一体評価の区間設定
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○道路ネットワークとしての機能を踏まえ、高規格道路、大規模バイパス等の起終点間を基本として設定する。

○但し、以下の場合、評価対象の特性に応じた区間とすることができる。

・起終点間で設定した場合に、ネットワークの連続性が確保できなくなる場合

      ・起終点間のうち、JCTなど他の結節点を境界として、交通特性が異なる場合

事例）路線の起終点間で設定した場合に、ネットワークの連続性が確保できなくなる場合

図は第26回事業評価部会（2024年12月24日） 資料１より引用

事例）起終点間のうち、JCTなど他の結節点を境界として、交通特性が異なる場合



８．多様な効果を考慮した便益
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○ 災害時の不安感軽減便益

○ 救急搬送時間短縮による

救命率向上便益 

○ 人口の安定

○ ・・・

○評価手法の確立、評価値の精度向上に向けた検討が必要な効果であっても、その旨を明示した上で、必要に

応じて貨幣換算化し、参考比較のため、これらの便益を計上した値を設定しても良い。

「費用便益分析マニュアル」（令和７年２月）

■多様な効果の示し方のイメージ

・３便益

○ 走行時間短縮便益

○ 走行経費減少便益

○ 交通事故減少便益

・精度の継続検証等が必要な便益※１

（計測手法が概ね確立したもの）

○ 時間信頼性向上便益※１

○ CO2排出量削減便益※１

⇒貨幣換算化してB に加算した

 Ｂ／Ｃも参考値として提示

費用便益分析

・その他の多様な効果

○ 時間信頼性向上便益※２

○ CO2排出量削減便益※２ 

○ NOx排出量削減便益

○ 騒音低減便益

○ 自動車走行時の

  フラストレーション軽減便益

○ 歩行空間の安心感向上便益

○ 生産性向上便益

B/C〔参考値〕

多様な効果B/C

総合評価

※１ 新規事業採択時評価において
 参考値としてのＢ／Ｃを示した事業は、
 再評価においても同様に対応する

⇒貨幣換算化が可能なものは定量的に記載、

 貨幣換算化が困難なものは定性的に記載

※２ 新規事業採択時評価において
 参考値としてのＢ／Ｃを示していない事業については、
その他の多様な効果として公表することができる



時間信頼性向上便益
○移動時間のばらつきが縮小することによる余裕時間の短縮効果

○道路整備の有無における移動時間のばらつき（平均所要時間の標準偏差）の差を計測

時間信頼性向上便益＝ 道路整備無の所要時間のばらつきの価値（without） － 道路整備有の所要時間のばらつきの価値（with）

○移動時間のばらつきの価値は、混雑の度合い、信号交差点数や道路種別別の延長から移動時間のばらつきを算定した後に                
貨幣換算して算出

８．多様な効果を考慮した便益
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【整備前】
■時間信頼性向上便益の概念

便益算出に用いる短縮時間【整備後】

ＣＯ２及びＮＯx排出量削減便益
○走行速度の改善や交通量の変化によるＣＯ２やＮＯxの低減効果

○道路整備の有無における車種別のＣＯ２やＮＯxの排出量の差を計測

ＣＯ２及びＮＯx排出量削減便益

＝  道路整備無の排出量の価値（without） 

 － 道路整備有の排出量の価値（with）

○排出量の価値は、走行速度と交通量から排出量を算定した後に
貨幣換算して算出

■大型車における旅行速度とCO2排出量の関係

騒音低減便益
○走行速度の改善や交通量の変化による騒音の低減効果

○道路整備の有無における騒音レベルの差を計測

騒音低減便益

＝ 道路整備無の騒音レベルの価値（without） 

 － 道路整備有の騒音レベルの価値（with）

○騒音レベルの価値は、走行速度、小型車と大型車の割合、 
交通量から騒音レベルを算定した後に貨幣換算して算出
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